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別紙 8 
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別紙 10 

 

高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)における    

事故対処の有効性評価 

 

1. 有効性評価の基本的考え方 

再処理施設においては，高放射性廃液に伴うリスクが集中する高放射性廃

液貯蔵場(HAW)とガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟の重要

な安全機能(閉じ込め機能及び崩壊熱除去機能)を維持するために，事故対処

設備を用いて必要な電力やユーティリティ(冷却に使用する水や動力源とし

て用いる蒸気)を確保することとし，それらの有効性の確保に必要な対策(保

管場所及びアクセスルートの信頼性確保，人員の確保等)を実施する。 

事故対処においては，過酷な状況が想定される地震及び津波の重畳を起因

事象とし事象進展とその対策について有効性を評価する。その他の事象につ

いては，地震及び津波を起因とした事象進展に包含されることを確認する。 

 

2. 事故対処の特徴 

設計津波(T.P.約+14 m)が襲来した際は，再処理施設の敷地内は浸水し，

遡上解析及び軌跡解析の結果から漂流物による瓦礫等が敷地内に散乱しウェ

ットサイトになることが想定されるが，高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラ

ス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟の建家内は，設計津波から

浸水を防止する対策を施しており，建家内は事故対処が可能である。 

また，事故対処に使用するエンジン付きポンプ，組立水槽等の崩壊熱除去

を行う可搬型設備は，高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施

設(TVF)ガラス固化技術開発棟の建家内に保管し設計津波及び設計竜巻に対

しても防護できるよう対策を講じる。一方で，移動式発電機等の大型の事故

対処設備については，設計地震動及び設計津波により機能が損なわれるおそ

れのない高台に分散配備する。 

事故対処の有効性評価においては，可搬型設備等により，高放射性廃液貯

蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟の重要な

安全機能(閉じ込め機能及び崩壊熱除去機能)を回復させるための訓練を通じ

て具体的な操作手順に要する時間，体制，対策に要する資源(水源及び燃料)

等の確認を行った。 

起因事象発生後においては，継続的に冷却状態を維持する未然防止対策を
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実施する。未然防止対策が実施できない場合は遅延対策の実施により更なる

時間余裕を確保する。これらの対策では，複数の対処手段を確保して対策の

信頼性を高め，沸騰に至るまでの間に確実に対策を完了させる方針である。

また，今後，再処理に伴う新たな高放射性廃液の発生はなく，時間経過によ

る放射性物質の減衰及び高放射性廃液のガラス固化処理に伴う内蔵放射能量

の減少等により，沸騰に至るまでの時間余裕は更に増加する。 

このように十分な時間余裕を有する中で沸騰の未然防止に重点を置き対処

することで沸騰状態に至らないことを確認するための有効性評価を行った。 

 

3. 事故の抽出 

事故の起因事象は，自然現象等を起因とする外的事象及び機器故障等に

よる内的事象とし，崩壊熱除去機能及び閉じ込め機能を維持するための設

備の機能喪失を想定する。 

(1)外的事象 

自然現象及び再処理施設敷地内又はその周辺の状況を基に想定される飛

来物（航空機落下等），ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒ガス，

船舶の衝突，電磁的障害等のうち再処理施設の安全性を損なわせる原因と

なるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。）

(以下「人為事象」という。)に対して，想定する規模において事故に至る可

能性がある機能喪失を特定する。 

事故の起因となる安全機能の喪失の要因となる自然現象及び人為事象を

抽出し，安全機能の喪失により考えられる施設の損傷状態等を考慮し，事

故の起因となりうる外部事象を以下のとおり選定した。 

・地震 

・津波 

・火山 

・竜巻 

・森林火災 

選定した起因事象による安全機能への影響を以下に示す。 

1)地震 

設計地震動に対する耐震性を有さない建物，構築物，機器等は機能

喪失することから，ユーティリティ関連施設や構内道路等を含め機能

喪失範囲が広範に及ぶ。倒壊した建物等により復旧活動の障害となり

津波に次いで影響の大きな事象となる。 

2)津波（地震との重畳含む。） 
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事故の復旧活動に要する時間，要員数，設備等の規模は，安全機能

の喪失範囲に応じて大きくなる。特に，設計津波を起因事象とした場

合，設計津波の遡上に伴いユーティリティ関連施設等を含め機能喪失

範囲が広範に及ぶことに加え，津波がれき等が広く散乱し屋外での復

旧活動の障害となる。随伴する地震による影響も加わり，最も厳しい

事象となる。重要な安全機能を担う施設において，機能喪失する範囲

を以下のとおり想定する。 

 

機 能 関連する常設施設 高さ 水密扉等の津波対策 耐震設計 

非常用電源（発電機） 第二中間開閉所 T.P. 約+6 m 

T.P. 約+10 m 位置まで

の浸水に対して対策済 

B 類 

非常用電源（発電機） ガラス固化技術管理棟 T.P. 約+8 m 

T.P. 約+11 m 位置まで

の浸水に対して対策済 

B 類 

工業用水の供給 資材庫 T.P. 約+6 m 無し C 類 

蒸気の供給 中央運転管理室 

T.P. 約+14 m 

（重油タンク設置位置） 

－ 

（遡上波は到達しない） 

一般施設 

 

3)火山 

降下火砕物の影響に対しては，除灰やフィルタ交換作業等の措置に

より対応可能であり，降下火砕物による影響は津波，地震と比べ限定

的となる。 

4)竜巻 

設計竜巻に対する防護が行えない屋外冷却塔等の設備は機能喪失

するが，竜巻による機能喪失範囲は，津波，地震と比べ限定的となる。 

5)森林火災 

想定する森林火災から高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技

術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟を防護するために防火帯を設

けることにより，森林火災による影響は，津波，地震と比べ限定的と

なる。 

 

(2)内的事象 

1)内部火災，内部溢水等 

高放射性廃液貯蔵場(HAW），ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固

化技術開発棟建家内において，内部火災，内部溢水等に対する対策を
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施すとともに，事故の復旧活動において必要となる設備及びアクセス

ルートについては，復旧活動に影響を与えないように対策を施すこと

から，内部火災，内部溢水等による影響は津波，地震と比べ限定的と

なる。 

 

以上のことから，火山(降下火砕物) ，竜巻及び森林火災の外的事象及び

内的事象を起因事象とした事故対処は，地震及び津波が重畳した場合と比

べて，再処理施設の被害が限定的な状況で実施することができ，また，屋

外のアクセスルート確保が容易であるとともに，安全機能を喪失した場合

の事故対処の方法が，地震及び津波の重畳時の事故対処と同じである。 

事故対処においては，過酷な状況が想定される地震及び津波の重畳を起

因事象とし事象進展とその対策について有効性を評価する。 

 

4.事故の選定  

高放射性廃液は，放射性核種の崩壊による発熱を伴うため冷却を必要とす

る。このため，崩壊熱除去機能(冷却)の喪失が継続した場合には，高放射性

廃液が沸騰し，外部へ放出される放射性物質が増加するおそれが生じる。 

よって，再処理施設の事故として，「使用済燃料の再処理の事業に関する規

則」第一条の三に定める事故のうち，以下を選定する。 

「2)使用済燃料から分離されたものであって液体状のもの又は液体状の放

射性廃棄物を冷却する機能が喪失した場合にセル内において発生する蒸発乾

固」（以下「蒸発乾固」という。） 

このため，蒸発乾固が想定される機器として，冷却コイル又は冷却ジャケ

ットを備え,保有する高放射性廃液の冷却が必要な機器を対象とする。 

以下に対象機器を示す。 

＜高放射性廃液貯蔵場（HAW）＞ 

機器名称 機器番号 

高放射性廃液貯槽 272V31～V35 

中間貯槽*1 272V37，V38 

*1：中間貯槽は移送時の使用に限定され，高放射性廃液は高放射性廃液貯槽から

の移送時及びTVFからの返送時以外において中間貯槽（272V37 及びV38）には

存在しない。 
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＜ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟＞ 

機器名称 機器番号 

受入槽 G11V10 

回収液槽 G11V20 

濃縮液槽 G12V12 

濃縮液供給槽 G12V14 

濃縮器 G12E10 

 

5.事故対処の方法 

5.1事故対処の基本的考え方 

事故対処は，大きく分けて貯槽の冷却コイル及び冷却ジャケットへの給水

により崩壊熱除去機能を回復し持続的な対策効果が期待できる未然防止対策

と，水を貯槽等に直接注水し発熱密度を低下させることにより沸騰に至るま

での時間余裕を確保する遅延対策の 2 種類から構成する。未然防止対策及び

遅延対策を事象の進展状況に応じて組み合わせて実施することにより，外部

からの支援が得られるようになるまで高放射性廃液が沸騰に至らない状態を

維持して事故を収束させる考えである。さらにこれらの対策は使用する設備，

資源の供給源の組合せに基づき具体化し複数の構成パターンとして分類する。 

未然防止対策では，定常時に近い状態かつ最も安定した状態に回復させる

ことを優先し，移動式発電機からの給電により，恒設設備による崩壊熱除去

機能回復の可否の判断を行い，それが不可な場合は，可搬型冷却設備，エン

ジン付きポンプ等を用いた対策，さらに実施できない場合は，エンジン付き

ポンプ等を用いた対策とする。 

また，遅延対策により高放射性廃液の沸騰に至る時間を遅延させる際には，

高放射性廃液貯蔵場(HAW)では，可搬型蒸気供給設備を用いて予備の高放射性

廃液貯槽(272V36)に貯蔵した水を他の高放射性廃液貯槽にスチームジェット

で送液する対策又はエンジン付きポンプ等を用いて高放射性廃液貯槽に水を

直接供給する対策とし，ガラス固化技術開発施設(TVF) ガラス固化技術開発

棟では，施設内水源を用いて受入槽等に直接供給する対策又はエンジン付き

ポンプ等を用いて所内水源等から受入槽等に水を直接供給する対策とする。 

事故対処の使用資源となり得る既存の所内水源及び燃料の保管設備は，設

計地震動及び設計津波に対し確実に耐え得るものではないことから，事故時

に確実に使用可能な水源及び燃料を確保し，それらを津波の影響を受けない
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高台に分散配備するものとし，既存の所内水源・燃料及び自然水利について

は，被災状況に応じて使用可能な場合は利用する。 

また，事故対処の継続時間は，外部支援を受けることができない状況を 7

日間とし，必要な資源を上記の方針に基づき確保する。所内水源及び燃料の

配備場所を図 1に示す。 

 

5.2事故対処に必要な資源 

・事故対処に必要な資源として 7 日間の燃料を約 41 m3 (HAW)及び約 3 m3 

(TVF) 確保する。 

・事故対処に必要な資源として 7 日間の水源を約 152 m3 (HAW)及び約 185m3 

(TVF)確保する。 

 

5.3事故対処要員 

事故対処として実施する未然防止対策に必要な事故対処要員は，高放射性

廃液貯蔵場(HAW)では 29名，ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開

発棟では 10名であり，勤務時間内においては，日勤者（技術者 389名（平成

29年 6月 1日時点））が事故対処を実施する。 

勤務時間外（休日夜間）においては，24 時間常駐する交替勤務者 14 名に

加えて事故対処要員を招集して事故対処を実施する。 

ガラス固化処理運転中においては，ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固

化技術開発棟に 24時間常駐する運転員 10名により事故対処を実施する。 

勤務時間外（休日夜間）における交替勤務者以外の事故対処要員について

は，東海村震度 6 弱以上の地震の発生または大津波警報の発令により核燃料

サイクル工学研究所の南東門を経由し南東地区に自動参集する体制とし，地

震等により通信障害が発生し，緊急連絡網等による非常招集連絡ができない

場合においても，事故対処に必要な人数を確保する。 

 

5.4事故対処設備 

事故対処設備のうち恒設設備については，設計地震動が作用した場合にお

いても，必要な機能が喪失しない設計とし，設計地震動及び設計津波により

機能が損なわれるおそれのない場所に配置している。 

事故対処設備のうち可搬型設備については，一部を除き，設計地震動及び

設計津波により機能が損なわれるおそれのない高放射性廃液貯蔵場(HAW)及
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びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟の建家内及びプルト

ニウム転換技術開発施設(PCDF)管理棟駐車場(地盤改良予定)に配備する。 

可搬型設備のうち一部については，核燃料サイクル工学研究所の南東地区

に広がる設計津波が浸水せずドライサイトを維持できる高台に分散配備する。

これらの可搬型設備については，設計地震動による地震力に対する支持性能

を有し，地震発生に伴う不同沈下，液状化，揺すり込み沈下等の周辺地盤の

変状により事故対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に

設置する。 

事故対処に使用する可搬型設備の保管場所，使用場所及び使用台数を表 1 

に示す。 

 

5.5アクセスルート 

想定される事故等が発生した場合において，事故対処設備を保管場所から

設置場所へ運搬し，又は他の設備の被害状況を把握するため，アクセスルー

トが確保できるように，以下の実効性のある運用管理を実施する。 

アクセスルートは，自然現象を起因とする外的事象及び機器故障等による

内的事象を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすことがないよう，被害状

況に応じてルートを選定することができるように,迂回路も含めた複数のル

ートを確保する。建家外のアクセスルートを図 2に示す。 

 

5.6支援 

事故対処を実施するため，再処理施設内であらかじめ用意された手段（事

故対処設備，水源，燃料等）により，事故対処を実施し，事故発生後 7日間

は継続して事故対処を維持できるようにする。 

事故発生後 7日間以降の事故対処を維持するため，事故発生後 6日後まで

に，再処理施設の事故対処を維持するための支援を受けられる体制を整備す

る。 

事故発生時における外部からの支援については，東海村・大洗町・鉾田市

（旧旭村）及び那珂市（旧那珂町）に所在する 17の原子力事業者による「原

子力事業所安全協力協定」を締結しており，平常時や緊急事態発生時に各事

業所が相互に協力して対応する体制を整備している。事故発生後，核燃料サ

イクル工学研究所長を本部長とする現地対策本部を設置し，協力体制が整い

次第，外部からの線量当量率測定，空気中の放射性物質濃度測定，汚染検査
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等の放射線管理業務等を実施する要員の派遣，防護資機材の手配及びその他

の支援を迅速に得られるように支援計画を定める。 

 

5.7未然防止対策及び遅延対策の具体的内容 

未然防止対策及び遅延対策について，使用する事故対処設備及び使用資源

に応じて，表 2，表 3の通り分類する。 

核燃料サイクル工学研究所内の使用可能な水源及び燃料の有無を確認し，

被災状況の集約を行う。情報集約の結果及び各対策の必要資源等を基に対策

を選定する。事故対処の選定では今後配備を計画している設備等を踏まえた

フローと現状の設備でのフローを準備し，いずれのフローにおいても有効性

を評価する。HAWの対策の優先度に係る基本フローを図 3，TVFの対策の優先

度に係る基本フローを図 4に示す。 

 

5.7.1未然防止対策 

HAW及び TVFにおける未然防止対策として，以下の対策①～③を定める。 

未然防止対策①：恒設設備により崩壊熱除去機能を回復させる対策 

恒設設備(一次冷却水系統及び二次冷却水系統)を稼働さ

せるための電力及び水の供給を可搬型設備から受けるが，

定常時に近い状態かつ最も安定した状態に回復可能な対

策であり，事故対処の基本とする対策。 

未然防止対策②：可搬型冷却設備等により崩壊熱除去機能を回復させる対策 

可搬型冷却設備，エンジン付きポンプ等の可搬型設備によ

り一次冷却水系統のループを構築し，可搬型冷却設備で冷

却した水をエンジン付きポンプ等で再度，冷却コイル，冷

却ジャケットへ給水し，循環することで高放射性廃液を

60℃以下に冷却する対策。 

未然防止対策③：エンジン付きポンプ等により崩壊熱除去機能を回復させる対策 

エンジン付きポンプ等の可搬型設備によりワンススルー

方式で一次冷却コイル，冷却ジャケットへ給水し，高放射

性廃液を 60℃以下に冷却する対策(除熱後の水は，汚染が

ないことを確認した後に排水する)。 
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5.7.2遅延対策 

（1）HAWにおける遅延対策として，以下の対策①～②を定める。 

遅延対策①：可搬型蒸気供給設備による遅延対策 

あらかじめ予備貯槽(272V36)に貯留した水を水源として，可

搬型蒸気供給設備によりスチームジェットで，各貯槽へ直接

注水する対策。 

 

遅延対策②：エンジン付きポンプ等による遅延対策 

所内の水源から，エンジン付きポンプ等により各貯槽へ直接

注水する対策(所内水源の確保が可能な場合に実施）。 

（2）TVFにおける遅延対策として，以下の対策①～②を定める。 

遅延対策①：施設内水源による遅延対策 

施設内水源(純水貯槽)を水源として，バルブを開くことによ

り自重で各貯槽へ注水する対策。 

遅延対策②：エンジン付きポンプ等による遅延対策 

所内の水源から，エンジン付きポンプ等により各貯槽へ直接

注水する対策(所内水源の確保が可能な場合に実施）。 

 

6. 有効性評価 

有効性評価においては，事故時に確実に使用できるものとして，今後，

整備を計画している可搬型貯水設備，地下式貯油槽に保管する水源・燃料

を使用することを想定する。また，既存の水源・燃料及び自然水利が使用

できることを想定した場合の評価も行う。 

今後，事故対処設備(地下式貯油槽，可搬型貯水設備及び可搬型冷却設備)

について設計地震動が作用した場合においても，必要な機能が損なわれる

おそれがない場所に配置し，状況変化に応じて事故対処の実効性を検証す

るとともに，継続的な訓練により習熟を図る。 

6.1有効性評価の方法 

対策毎にタイムチャートを作成し，対策の構成要素毎に実動訓練又は過

去に実施した訓練からの推定を通じて，対策に要する時間を確認し，沸騰

到達までに冷却が開始できることを確認する。 

（1）高放射性廃液貯蔵場(HAW)における未然防止対策 

高放射性廃液貯蔵場(HAW)における未然防止対策は，沸騰に至るまでの時

間が最も短い高放射性廃液貯槽(272V35)が沸騰に至る時間(約 77 時間)ま
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でに各貯槽(272V31～V35)の冷却コイルへ水を供給できることを確認する。

一例として，HAW の未然防止対策①の概要及びタイムチャートを図 5 に示

す。 

（2）高放射性廃液貯蔵場（HAW）における遅延対策 

高放射性廃液貯蔵場（HAW）における遅延対策は，沸騰開始前までに各貯

槽(272V31～V35)へ直接水を供給することで高放射性廃液の温度が沸点に

達するまでの時間余裕を確保できることを確認する。一例として，HAWの遅

延対策①の概要及びタイムチャートを図 6に示す。 

（3）ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟における未然防止対策 

ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟における未然防止

対策は，沸騰に至るまでの時間が最も短い濃縮液槽(G12V12)及び濃縮液供

給槽(G12V14)が沸騰に至る時間(約 56時間)までに各貯槽(G11V10, G11V20, 

G12V12,   G12V14)及び濃縮器(G12E10)の冷却コイル及び冷却ジャケット

へ水を供給できることを確認する。一例として，TVFの未然防止対策①の概

要及びタイムチャートを図 7に示す。 

（4）ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟における遅延対策 

ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟における遅延対策

は，沸騰開始前までに各貯槽及び濃縮器へ直接水を供給することで高放射

性廃液の温度が沸点に達するまでの時間余裕を確保できることを確認する。 

なお，運転中の濃縮器(G12E10)は，停止操作後も約 26時間で再沸騰に至

る可能性があることから，常駐する当直員がバルブを開くことで施設内水

源（洗浄液調整槽又は純水貯槽）の水を濃縮器に直接注水することにより，

再沸騰に至るまでの時間を，濃縮液槽(G12V12)及び濃縮液供給槽(G12V14)

の沸騰到達時間以上に遅延するものとしており，再沸騰に至る時間(約 26

時間)までに濃縮器(G12E10)に直接注水できることを確認する。一例として，

TVFの遅延対策①の概要及びタイムチャートを図 8に示す。 

 

6.2有効性評価の結果 

（1）未然防止対策 

未然防止対策の着手から完了までに要する時間は，各タイムチャートか

ら， HAWで 17時間 30分以内，TVFで 15時間以内であった。 

未然防止対策に着手するまでに要する時間 10時間*2を含め，HAWで 27時

間 30 分以内，TVF で 25 時間以内に給水に係る準備作業を完了し，沸騰に

至る時間(HAW：77 時間，TVF：56時間)までに各貯槽の冷却コイル等へ水を
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供給することで高放射性廃液の温度を沸点未満に維持し，高放射性廃液が

沸騰に至ることを防止できることを確認した。 

未然防止対策の有効性評価においては，事故対処要員の確保，資源の確

保，設備の健全性，所要時間の確認，監視測定手段の確認により，高放射性

廃液を未沸騰状態に維持できることを確認した。従って，未然防止対策に

よる事故対処は有効であると判断する。 

*2：地震発生から対策 に着手するまでに要する時間は，夜間・休日における要員の招集を考

慮し，要員が自宅を出発するまでの準備時間(1 時間)，招集に要する時間(6 時間(訓練での確認

した時間の 1.5 倍))，対策着手に要する時間(3 時間(訓練での確認した時間の 1.5 倍))を合計し

た 10 時間となる。 

（2）遅延対策 

遅延対策の着手から完了までに要する時間は，各タイムチャートから，

HAWで 12時間 30分以内，TVFで 13時間以内であった。 

遅延対策に着手するまでに要する時間 10時間*2を含め，HAWで 22時間 30

分以内，TVFで 23時間以内に給水に係る準備作業を完了し，沸騰開始前ま

でに各貯槽及び濃縮器へ水を供給することで高放射性廃液の温度が沸点に

達するまでの時間余裕を確保できることを確認した。 

遅延対策の有効性評価においては，事故対処要員の確保，資源の確保，

設備の健全性，所要時間の確認，監視測定手段の確認により，対策の実施

により高放射性廃液が沸騰に至る前に，高放射性廃液の沸騰到達に至るま

での時間を遅延できることを確認した。従って，遅延対策による事故対処

は有効であると判断する。 

（3）有効性評価の結果 

未然防止対策及び遅延対策では，必要となる操作手順毎に所要要員及び

所要時間を積み上げタイムチャートに示し，一連の操作が高放射性廃液の

沸騰に至る前に完了できることを確認した。 

各操作項目については，過去の訓練実績に基づき評価するとともに，新

たな操作項目に対しては，要素訓練の実施により操作手順，所要要員，所

要時間の妥当性を確認した。 

総合訓練では，高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設

(TVF) ガラス固化技術開発棟の両施設が設計津波の遡上により同時に全交

流電源喪失に至ることを想定し，TVF においては運転中の濃縮器の停止操

作等を含む初動対応を確認した。また，実施可能な対策の選択に際しては，

設備の被災状況，所内の資源確保の状況等に基づき，採るべき対策の判断
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が行えることを確認した。 

事故対処の確実性を増すため，可搬型貯水設備，地下式貯油槽，可搬型

冷却設備等を今後配備する計画であり，新規の事故対処設備の配備など施

設設備の状況の変化に応じて事故対処の実効性を検証するとともに，事故

対処に関連する保守点検活動を通して実務経験を積むこと等により，事故

対処に使用する再処理施設の恒設設備及び予備品等についての知識の習熟

を図る。 

また，保守点検活動を通じた恒設設備，事故対処の資機材等に関する情

報及びマニュアルの整備，事故時の対策の選定に必要な資料の整備，整備

したマニュアル等を即時利用できるようにするための事故対応訓練，夜間，

悪天候等の厳しい環境条件を想定した事故対応訓練等，継続的な訓練によ

り習熟を図る。 

さらに，事故対処の有効性評価に伴い，その結果を踏まえ今後関連する

規則類への反映を行う。 

以上のことから，高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設

(TVF) ガラス固化技術開発棟における事故の同時発生においても，事故対

処設備を用いて，高放射性廃液の沸騰を防止することができ，事故対処が

有効であることを確認した。 

 

7.その他の安全機能維持への対応 

事故対処として実施する上記対応のほか，以下の項目に対し現状配備し

ている緊急安全対策等の設備による安全機能維持を図る。 

(1)津波に対する安全機能維持  

・ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟建家外壁貫通配管

損傷時のバルブ閉止操作を行うための手順等を整備し訓練により実効性

を確認した。 

・分離精製工場に設置している屋外監視カメラの監視機能維持のための構

成部品の交換等の操作について，手順等を整備し訓練により実効性を確

認した。 

 

(2)漏えいに対する安全機能維持  

・高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化

技術開発棟における漏えい液の回収等の操作を行うための手順等を整備

し，操作の実効性を訓練により確認した。 

 



添付資料２ 

341 / 371 
 

(3)水素掃気に対する安全機能維持  

・高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化

技術開発棟での水素掃気を行うための設備の回復操作として，排風機を

起動し換気機能を回復するための手順等を整備し，操作の実効性を訓練

により確認した。 

 

(4)ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟におけるガラス固化

体保管ピットの強制換気のための対応  

・ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟において，全交流電

源が喪失した場合においても，ガラス固化体の崩壊熱除去機能を維持す

るため，ガラス固化体保管設備の換気機能を復旧し，保管セルの除熱能

力を確保する。このため，既設の建家及びセル換気系送排風機に，移動

式発電機から給電するための処置を行う。 

 

(5)大型航空機の衝突等により大規模な損壊・火災が発生した場合における消

火活動等に係る対応  

・大型航空機の衝突等により，高放射性廃液貯蔵場(HAW)及びガラス固化技

術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟の大規模な損壊が発生した場合

に備えた放射性物質の放出を低減するための対策及び大規模な火災等が

発生した場合における消火活動に関する手順書を整備し，当該手順書に

従って活動を行うための資機材を配備する。 

 

8. 仮に沸騰に至った場合の放射性物質の放出量評価 

・高放射性廃液が沸騰に至る前に，未然防止対策及び遅延対策により崩壊

熱除去機能を回復させることを有効性評価により確認した。 

・仮に崩壊熱除去機能の喪失が 7 日間継続した場合の放出量（セシウム-

137 換算）について評価した結果，高放射性廃液貯蔵場(HAW)では各貯槽

(272V31～V35)の合計で約 0.008 TBq，ガラス固化技術開発施設(TVF)ガ

ラス固化技術開発棟では各貯槽（G11V10，G11V20，G12V12，G12V14）及

び濃縮器（G12E10）の合計で約 0.0000072 TBq であり，十分小さい値で

あることを確認した。 
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表 1事故対処に使用する可搬型設備の保管場所，使用場所及び使用台数(1/4) 

 

 

 

 

 

 



添付資料２ 

344 / 371 
 

表 1事故対処に使用する可搬型設備の保管場所，使用場所及び使用台数(2/4) 
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表 1事故対処に使用する可搬型設備の保管場所，使用場所及び使用台数(3/4) 
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表 1事故対処に使用する可搬型設備の保管場所，使用場所及び使用台数(4/4) 
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図 2 建家外のアクセスルート 
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表 2 事故対処の対策分類結果(高放射性廃液貯蔵場(HAW)) 

※1可搬型蒸気供給設備にて発生させる蒸気用の水に使用 

 

 

 

 

対 策 対策及び使用設備の概要 

使用する 
燃料 

使用する 
水源 

地

下

式 

貯

油

槽 

所

内

燃

料 

可

搬

型 
貯

水

設

備 
所

内

水

源 

自

然

水

利 

未

然 

防

止 

対

策 

① 

移動式発電機を起動し既設の冷却塔及び冷

却水の循環ポンプに給電する。既設の冷却塔

に補給水を給水する。可搬型貯水設備及び地

下式貯油槽に保管する水及び燃料を使用す

る。 

〇  〇   

①-1 
未然防止対策①において，所内の水及び燃料

が利用可能な場合は使用する。 
 〇  〇  

①-2 
未然防止対策①-1 において，自然水利が利

用可能な場合は使用する。 
 〇   〇 

② 

移動式発電機が使用できない場合は，冷却コ

イルに給水した冷却水を可搬型冷却設備に

より冷却して循環する。可搬型貯水設備及び

地下式貯油槽に保管する水及び燃料を使用

する。 

〇  〇   

②-1 
未然防止対策②において，所内の水及び燃料

が利用可能な場合は使用する。 
 〇  〇  

②-2 
未然防止対策②-1 において，自然水利が利

用可能な場合は使用する。 
 〇   〇 

③ 

冷却コイルに給水した冷却水を冷却せずに

排水する。地下式貯油槽の燃料を使用する。

所内の水が利用可能な場合は使用する。 

〇   〇  

③-1 
未然防止対策③において，所内の燃料が利用

可能な場合は使用する。 
 〇  〇  

③-2 
未然防止対策③-1 において，自然水利が利

用可能な場合は使用する。 
 〇   〇 

遅

延 

対

策 

① 

可搬型蒸気供給設備により予備貯槽の水を

貯槽に直接注水する。可搬型貯水設備及び地

下式貯油槽に保管する水及び燃料を使用す

る。 

〇  〇※1   

①-1 
遅延対策①において，所内の水及び燃料が利

用可能な場合は使用する。 
 〇  〇※1  

② 

エンジン付きポンプ等により貯槽に直接注

水する。所内の水及び燃料が利用可能な場合

は使用する。 

 〇  〇  
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表 3 事故対処の対策分類結果(ガラス固化技術開発施設(TVF)) 

 

 
 

 

 

対 策 対策概要 

使用する 
燃料 

使用する 
水源 

地

下

式 

貯

油

槽 

所

内

燃

料 

可

搬

型 
貯

水

設

備 
所

内

水

源 

自

然

水

利 

未

然

防

止

対

策 

① 

移動式発電機を起動し既設の冷却塔及び

冷却水の循環ポンプに給電する。既設の

冷却塔に補給水を給水する。可搬型貯水

設備及び地下式貯油槽に保管する水及び

燃料を使用する。 

〇 - 〇 - - 

①-1 
未然防止対策①において，所内の水及び

燃料が利用可能な場合は使用する。 
- 〇 - 〇 - 

①-2 
未然防止対策①-1 において，自然水利が

利用可能な場合は使用する。 
- 〇 - - 〇 

②A 

②B 

移動式発電機が使用できない場合は，冷

却コイル又は冷却ジャケットに給水した

冷却水を可搬型チラーにより冷却して循

環する。可搬型貯水設備及び地下式貯油

槽に保管する水及び燃料を使用する。 

〇 - 〇 - - 

②A-1 

②B-1 

未然防止対策②A,②B において，所内の

水及び燃料が利用可能な場合は使用す

る。 

- 〇 - 〇 - 

②A-2 

②B-2 

未然防止対策②A-1，②B-1 において，自

然水利が利用可能な場合は使用する。 
- 〇 - - 〇 

③ 

冷却コイル又は冷却ジャケットに給水し

た冷却水を冷却せずに排水する。地下式

貯油槽の燃料を使用する。所内の水が利

用可能な場合は使用する。 

〇 - - 〇 - 

③-1 
未然防止対策③において，所内の燃料が

利用可能な場合は使用する。 
- 〇 - 〇 - 

③-2 
未然防止対策③-1 において，自然水利が

利用可能な場合は使用する。 
- 〇 - - 〇 

遅

延

対

策 

① 
施設内水源及び地下式貯油槽に保管する

燃料を活用し，受入槽等に直接注水する。 
〇 - - - - 

② 

可搬型貯水設備及び地下式貯油槽に保管

する水及び燃料を活用し，受入槽等に直

接注水する。 

〇  〇   

②-1 
遅延対策②において，所内の水及び燃料

が利用可能な場合は使用する。 
- 〇 - 〇 - 
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図 3  対策の優先度に係る基本フロー（高放射性廃液貯蔵場（HAW)） 

図 4 対策の優先度に係る基本フロー(ガラス固化技術開発施設(TVF)) 
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図 5（2/2）HAW未然防止対策 ①：移動式発電機からの給電及び恒設冷却塔での冷却 

（タイムチャート） 

 

 

※1 制御室における復旧活動はない 

※2 事象発生後，約 10時間後を想定 

※3 ME-1，ME-4より各 3名 

※4 PCDF駐車場：プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）管理棟駐車場 

グレー文字：建家換気系及び水素掃気系等に係る対応。 
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図 6（2/2）HAW遅延対策 ①：直接注水(可搬型蒸気供給設備使用) 

（タイムチャート） 
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別紙 11 

 

その他の施設の外部事象に対する安全対策について 

 

1. 概要 

その他の施設に貯蔵・保管している放射性物質の量は，高放射性廃液貯蔵場

(HAW)及びガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟と比較し少量

であり，さらにいずれも建家内の貯槽や容器等に内包することにより閉じ込め

を確保している。 

その他の施設については，高放射性廃液に係る重要な安全機能（閉じ込め機

能及び崩壊熱除去機能）を担う施設ではないことから，既往の許認可における

管理を継続するとともに，津波，地震，その他外部事象に対して，有意に放射

性物質を建家外に流出・放出させない（低放射性廃液等を貯蔵する貯槽等につ

いては貯槽内の溶液を流出・放出させない，製品容器・廃棄物容器等について

は容器及び容器の内容物を流出・放出させない）ことを基本として，対策を講

じる。 

なお，その他の施設についても高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技

術開発施設（TVF）ガラス固化技術開発棟と同様に，竜巻，森林火災及び火山の

影響以外の自然現象，並びに，航空機墜落，爆発，外部火災等の火災以外の人

為による事象による損傷の防止については，地震，津波，竜巻，火山及び外部

火災に包絡されること等の理由により対象外とした。 

 

2. その他の施設の現状について 

分離精製工場（MP）においては，使用済燃料，工程内に洗浄液，ウラン溶液，

高放射性廃液の希釈液等を保有している。 

プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）及びウラン脱硝施設（DN）において

はウラン溶液を保有している。また，プルトニウム転換技術開発施設（PCDF）

においてはMOX粉末を貯蔵している。 

ウラン貯蔵所（UO3）等においてはウラン製品を貯蔵している。 

廃棄物の処理・貯蔵施設においては，廃棄物の処理・貯蔵を継続する必要が

あり，施設内に高放射性固体廃棄物，低放射性固体廃棄物，低放射性濃縮廃液，

低放射性廃液等を貯蔵している。 

 

3. その他の施設の外部事象影響評価結果及び対策 

3.1 津波影響評価 

(1)低放射性廃液等を貯蔵する施設 

大部分の貯槽等について，溶液は貯槽内または地下階のセル・部屋内で保持

され，また，溶液が地上階へ流出する可能性はないことから，建家外への放射
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性物質の有意な流出がないことを確認した。 

セルの地上階に開口部等があり，溶液の流出の可能性が否定できない貯槽等

として，分離精製工場（MP）の使用済燃料プール，スラッジ貯蔵場（LW)の廃溶

媒貯槽，放出廃液油分除去施設（C)の放出廃液貯槽・スラッジ貯槽・廃炭貯槽

が抽出された。これらのうち，分離精製工場（MP）の使用済燃料プールのプー

ル水は循環・ろ過により浄化されており，放出廃液油分除去施設（C)の放出廃

液貯槽等の溶液は低放射性廃液の蒸発缶で処理された凝縮液及びその吸着剤

であり，十分浄化されていることから，建家外への放射性物質の有意な流出は

ない。スラッジ貯蔵場（LW)の廃溶媒貯槽については，建家外への放射性物質の

有意な流出を防止するため，セルへの海水の流入量低減対策を講じる。 

(2)廃棄物容器・製品容器等を貯蔵・保管する施設 

貯蔵ピット内の製品容器やセル内の廃棄物容器については容器が建家外に

流出することはない。その他の製品容器や廃棄物容器等については，津波の

影響を受けない場所への移動，固縛等の対策を講じる。 

 

3.2 地震影響評価 

大部分の建家及び貯槽等は設計地震動相当の外力に対し耐震性を有してい

ることを確認した。一部の耐震性が十分でない貯槽はセル内に設置されてお

り，当該建家及びセルが設計地震動相当の外力に対し耐震性を有し，貯槽内

の溶液がセル内等に保持されることから，地震において建家外への放射性物

質の有意な放出がないことを確認した。 

 

3.3 竜巻影響評価 

設計飛来物に対して，外壁等の厚さが十分でないと評価されたセル外機器・

容器については，建家外への放射性物質の有意な放出を防止するため，容器の

移動，溶液の移送，貫通部補修・容器養生に使用する資材の配備，金属製では

ない廃棄物容器へのネット設置等の対策を講じる。 

 

3.4 火山影響評価 

その他の施設の火山事象対策として，建家外への放射性物質の有意な放出を

防止するため，以下の対策を講じる。 

溶液の移送，許容堆積荷重に相当する降下火砕物の堆積厚さの小さい施設の

優先的な除灰作業，除灰に使用する資機材（シャベル，箒，エアーダスター，

除灰ポリ袋，ゴーグル，防塵マスク等）を配備等の対策を講じる。 

 

3.5 外部火災影響評価 

(1)森林火災 

森林火災に対する危険距離（壁面温度200 ℃に相当する距離）は，その他の
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施設の離隔距離を下回り，建家の健全性に影響を与えないため，有意な放射性

物質の放出がないことを確認した。今後，施設と森林間の離隔距離が確保でき

るように草木の管理を行う。 

 

(2)近隣産業施設 

再処理施設から10 kmの範囲内の石油類貯蔵施設において火災が発生した場

合の危険距離（壁面温度200 ℃に相当する距離）は，再処理施設の離隔距離を

下回っており，その他の施設の健全性に影響を与えないことを確認した。 

核燃料サイクル工学研究所内屋外貯蔵施設において火災が発生した場合，廃

棄物処理場屋外タンクに対策を講じることで，危険距離（壁面温度200 ℃に相

当する距離）は離隔距離を下回り，その他の施設の健全性に影響を与えないこ

とを確認した。 

再処理施設から10 kmの範囲内の高圧ガス貯蔵施設においてガス爆発が発生

した場合の危険限界距離（爆風圧が0.01 MPa以下になる距離）は，離隔距離を

下回っており，その他の施設の健全性に影響を与えないことを確認した。 

以上の結果から，再処理施設の敷地外において火災又は爆発が発生した場合

及び屋外貯蔵施設において火災が発生した場合，その他の施設の建家の健全性

に影響を与えないため，有意な放射性物質の放出がないことを確認した。 

 

(3)航空機落下 

航空機墜落に対する危険距離（壁面温度200 ℃に相当する距離）は，その他

の施設の離隔距離を下回り，建家の健全性に影響を与えないため，有意な放射

性物質の放出がないことを確認した。 

 
以上 
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放射性廃棄物の発生量及び廃棄の方法（概要） 

 

1. 放射性廃棄物の発生量 

再処理施設に貯蔵している放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物につい

て，貯蔵場所ごとの種類と貯蔵量を表 2-1及び表 2-2に示す。また，解体の対

象となる施設から発生する低レベル放射性廃棄物(固体及び液体)の推定発生

量を表 2-3に示す。 

 

2. 放射性廃棄物の種類と処理・処分の考え方 

放射性廃棄物は，放射性気体廃棄物，放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄

物に分類される。放射性廃棄物の発生量を合理的に可能な限り低減するように，

適切な除染方法，機器解体工法及び機器解体手順を策定するとともに，適切な

処理を行う。当面は，これまでの放射性廃棄物の処理と同じ処理を継続するこ

ととし，系統除染等に伴い異なる処理を行う場合には，逐次廃止措置計画の変

更申請を行う。各施設間の主要な放射性廃棄物の流れを図 2-1に示す。 

 

2.1 放射性気体廃棄物 

放射性気体廃棄物は，洗浄塔，フィルタ等で洗浄，ろ過した後，主排気筒，

第一付属排気筒及び第二付属排気筒を通じて大気に放出する。クリプトン貯

蔵シリンダのクリプトンは，窒素により希釈し，プロセス排気として主排気

筒を通じて大気に放出する。また，クリプトン貯蔵シリンダ及び配管に残存

するクリプトンは窒素を供給することにより，押し出し，プロセス排気とし

て主排気筒を通じて大気に放出する。 

放出に当たっては，排気筒において放射性物質濃度を測定監視し，再処理

施設保安規定の値を超えないように管理する。放射性気体廃棄物の処理及び

管理に係る必要な措置については，再処理施設保安規定の「放射性気体廃棄

物の管理」に定め，その管理の中で計画，実施，評価及び改善を行う。なお，

廃止措置の進捗に応じて，適宜，放射性気体廃棄物の処理及び管理について，

再処理施設保安規定を見直す。 

 

2.2 放射性液体廃棄物 

放射性液体廃棄物のうち，高放射性廃液は，高放射性廃液蒸発缶により蒸

発濃縮し，必要に応じて組成調整や濃縮を行ったのち，溶融炉へ送り，ガラ

ス原料とともに溶融し，ガラス固化体容器に注入し固化する。 

中放射性廃液は，酸回収蒸発缶又は中放射性廃液蒸発缶に供給し蒸発濃縮

する。濃縮液は高放射性廃液として溶融炉へ送り，ガラス固化する。凝縮液

は，低放射性廃液として処理する。 

低放射性廃液は，放射能レベルの区分や性状に応じて蒸発処理，中和処理

及び油分除去を行い，海中放出設備の放出管を通じて海中に放出する。放出
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に当たっては，放射性液体廃棄物の放出量が再処理施設保安規定の値を超え

ないように管理する。一方，蒸発処理に伴い蒸発濃縮した低放射性濃縮廃液

については，今後整備する低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)でセメン

ト固化し放射性廃棄物の貯蔵施設に貯蔵する。セメント固化体は，必要に応

じて処分場の要件に見合うよう廃棄体化処理した後，処分場の操業開始後随

時搬出する。廃溶媒については，TBPとドデカンに分離し，TBPについては，

エポキシ樹脂等を加えプラスチック固化体にし，放射性廃棄物の貯蔵施設に

貯蔵する。ドデカンは主に焼却処理する。放射性液体廃棄物の処理及び管理

に係る必要な措置については，再処理施設保安規定の「放射性液体廃棄物等

の管理」に定め，その管理の中で計画，実施，評価及び改善を行う。なお，

廃止措置の進捗に応じて，適宜，放射性液体廃棄物の処理及び管理について，

再処理施設保安規定を見直す。 

工程洗浄では，再処理設備本体等から取り出して高放射性廃液貯蔵場（HAW）

の高放射性廃液貯槽に送液する使用済燃料せん断粉末の溶解液，低濃度のプ

ルトニウム溶液，その他の核燃料物質（工程内の洗浄液等）及びその送液経

路の機器に残存する核燃料物質を押し出した洗浄液（以下「押出し洗浄液」

という。）は，工程洗浄を可能な限り早期に進めるため，また工程洗浄に使用

する機器を可能な限り限定するために高放射性廃液蒸発缶による蒸発濃縮

を行わない。 

除染廃液はその放射能濃度や化学成分等に基づき，高放射性廃液と混合し

て処理を行うものと，低放射性廃液として処理を行うものに分類して処理す

る。 

 

2.3 放射性固体廃棄物 

放射性固体廃棄物のうち可燃性廃棄物及び難燃性廃棄物は，焼却した後放

射性廃棄物の貯蔵施設に貯蔵する。不燃性廃棄物は，放射能レベルの区分や

性状に応じて放射性廃棄物の貯蔵施設に貯蔵する。処理や運搬スケジュール，

貯蔵先の都合等により施設内での貯蔵が必要な場合は，機器解体後のスペー

スを放射性固体廃棄物の保管場所として活用する。これらの廃棄物は，廃棄

体化施設の整備が整い次第廃棄体化施設に搬出し，処分場の要件に見合うよ

う廃棄体化処理する。廃棄体（ガラス固化体及びセメント固化体を含む）は

処分場の操業開始後随時搬出する。放射性廃棄物でない廃棄物(管理区域外

から発生した廃棄物を含む。)は，可能な限り再生利用するか，又は産業廃棄

物として適切に廃棄する。放射性固体廃棄物の処理及び管理に係る必要な措

置については，再処理施設保安規定の「放射性固体廃棄物の管理」に定め，

その管理の中で計画，実施，評価及び改善を行う。なお，廃止措置の進捗に

応じて，適宜，放射性固体廃棄物の処理及び管理について，再処理施設保安

規定を見直す。 
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3.既存施設における処理と貯蔵 

3.1 高レベル放射性廃棄物 

分離施設の分離第 1抽出器からの水相，溶媒回収系の第 1溶媒洗浄器から

の高放射性の溶媒洗浄廃液，酸回収系の酸回収蒸発缶の濃縮液からの高放射

性廃液は，高放射性廃液蒸発缶により蒸発濃縮したのち，分離精製工場(MP)

及び高放射性廃液貯蔵場(HAW)に貯蔵する。 

工程洗浄により再処理設備本体等から取り出す使用済燃料せん断粉末の

溶解液，低濃度のプルトニウム溶液，その他の核燃料物質（工程内の洗浄液

等）及び押出し洗浄液は，高放射性廃液貯蔵場（HAW）の高放射性廃液貯槽へ

送り，貯蔵する。なお，その他の核燃料物質（工程内の洗浄液等）及び押出

し洗浄液のうち，低放射性廃液として取り扱えるものは，廃棄物処理場（AAF）

へ送り，処理する。 
除染廃液で，低放射性廃液として扱えないものについては，高放射性廃液

貯蔵場（HAW）の高放射性廃液貯槽へ送り，貯蔵する。なお，ガラス固化処理

が進み高放射性廃液貯蔵場（HAW）の貯槽（272V31，272V32，272V33，272V34，

272V35）のいずれかが空になるまでは，貯蔵容量の裕度確保の観点から，高

放射性廃液貯槽に貯蔵中の高放射性廃液が自然蒸発で減少する量に相当す

る液量の範囲で系統除染を実施する。 
貯蔵した高放射性廃液は，ガラス固化技術開発施設(TVF)にて必要に応じ

て組成調整や濃縮を行ったのち，溶融炉へ送り，ガラス原料とともに溶融し，

ガラス固化体容器に注入してガラス固化する。ガラス固化体は，同施設及び

今後必要な時期に建設する保管施設に保管し，最終処分場の操業開始後随時

搬出する。 

 

3.2 低レベル放射性廃棄物 

3.2.1固体廃棄物 

(1)高放射性固体廃棄物 

高放射性固体廃棄物貯蔵庫(HASWS)に貯蔵しているハル・エンドピース

等の高放射性固体廃棄物は，取出し設備を設置した上で，取り出した高放

射性固体廃棄物を貯蔵するために整備する高線量廃棄物廃棄体化処理技

術開発施設(第１期施設)(HWTF-1)に搬出し，今後必要な時期に建設する

高線量廃棄物廃棄体化処理技術開発施設(第 2 期施設)(HWTF-2)に搬出す

るまで同施設に貯蔵する。 

各施設（高レベル放射性物質研究施設（CPF（核燃料物質使用施設））を

含む。）から発生する清澄系及びリワーク系からの使用済フィルタ，ガラ

ス固化技術開発施設(TVF)の固化セル内で使用した槽類換気系からの使

用済のフィルタエレメント等の高放射性固体廃棄物及び第二高放射性廃

棄物貯蔵施設(2HASWS)に貯蔵している高放射性固体廃棄物については，

高線量廃棄物廃棄体化処理技術開発施設(第 2 期施設)(HWTF-2)に搬出す



添付資料２ 

365 / 371 

るまで第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設(2HASWS)に貯蔵する。 

なお，高レベル放射性物質研究施設(CPF)からの高放射性固体廃棄物の

引渡しを受ける際は，分離精製工場(MP)やガラス固化技術開発施設(TVF)

等の再処理施設から発生する高放射性固体廃棄物の引渡しに支障がない

ように行う。 

これらの廃棄物は，高線量系固体廃棄物廃棄体化施設(HWTF-2)の整備

が整い次第搬出し，処分場の要件に見合うよう廃棄体化処理する。廃棄体

は処分場の操業開始後随時搬出する。 

 

(2)低放射性固体廃棄物 

各施設（高レベル放射性物質研究施設(CPF)を含む。）から発生する高放

射性固体廃棄物以外の放射性固体廃棄物である低放射性固体廃棄物のう

ちβγ系の可燃性廃棄物及び難燃性廃棄物は，焼却施設(IF)又は今後整

備する低放射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)で焼却する。また，βγ系

の難燃性廃棄物(塩素系のものを含む。)は，低放射性廃棄物処理技術開発

施設(LWTF)にて焼却する。焼却灰及び Pu系の廃棄物は，今後必要な時期

に建設する高線量廃棄物廃棄体化処理技術開発施設(第 2 期施設)(HWTF-

2)又は東海固体廃棄物廃棄体化施設(第 1期施設(TWTF-1)：α系統合焼却

炉, 第 2期施設(TWTF-2)：廃棄体化処理施設及び廃棄体保管施設)に搬出

するまで第一低放射性固体廃棄物貯蔵場(1LASWS)又は第二低放射性固体

廃棄物貯蔵場(2LASWS)に貯蔵する。 

第一低放射性固体廃棄物貯蔵場(1LASWS)，第二低放射性固体廃棄物貯

蔵場(2LASWS)並びにアスファルト固化体貯蔵施設(AS1)及び第二アスフ

ァルト固化体貯蔵施設(AS2)に貯蔵しているβγ系の不燃性廃棄物，アス

ファルト固化体，プラスチック固化体等は，今後必要な時期に建設する高

線量廃棄物廃棄体化処理技術開発施設(第 2 期施設)(HWTF-2)又は東海固

体廃棄物廃棄体化施設(第 2 期施設)(TWTF-2)に搬出するまで同施設に貯

蔵する。 

なお，高レベル放射性物質研究施設(CPF)からの低放射性固体廃棄物の

引渡しを受ける際は，再処理施設から発生する低放射性固体廃棄物の焼

却処理，容器への封入又は施設への貯蔵に支障がないように行う。 

これらの廃棄物は，高線量廃棄物廃棄体化処理技術開発施設(第 2期施

設) (HWTF-2) 又は東海固体廃棄物廃棄体化施設(第 2期施設)(TWTF-2)の

整備が整い次第搬出し，処分場の要件に見合うよう廃棄体化処理する。廃

棄体は処分場の操業開始後随時搬出する。 

 

3.2.2液体廃棄物 

(1)中放射性廃液 

分離第 2サイクルの分離第 3抽出器，ウラン精製工程のウラン精製第 1



添付資料２ 

366 / 371 

抽出器及びプルトニウム精製工程のプルトニウム精製第 1 抽出器からの

水相，高放射性廃液蒸発缶の廃気からの回収酸，濃縮ウラン溶解槽の廃気

からの回収酸，脱硝塔の廃気からの回収酸，プルトニウム溶液蒸発缶から

の凝縮液，ウラン脱硝施設(DN)，プルトニウム転換技術開発施設(PCDF)及

びクリプトン回収技術開発施設(Kr)から排出される廃液などは，中放射

性廃液として酸回収蒸発缶に供給し，蒸発濃縮する。酸回収蒸発缶の濃縮

液は，高放射性廃液蒸発缶へ送り高放射性廃液として処理し，酸回収蒸発

缶からの凝縮液は，低放射性廃液として処理する。 

また，ガラス固化技術開発施設(TVF)の槽類換気系からの廃液は，中放

射性廃液蒸発缶に供給し蒸発濃縮する。中放射性廃液蒸発缶の濃縮液は，

高放射性廃液として処理し，凝縮液は，低放射性廃液として処理する。 

 

(2)低放射性廃液 

各施設（高レベル放射性物質研究施設(CPF)を含む。）から発生する高放

射性廃液及び中放射性廃液以外の廃液である低放射性廃液は，放射能レ

ベルの区分や性状に応じて，廃棄物処理場(AAF)，第二低放射性廃液蒸発

処理施設(E)，第三低放射性廃液蒸発処理施設(Z)及び放出廃液油分除去

施設(C)にて処理を行い，海中放出設備の放出管を通じて海中に放出する。

蒸発処理により発生する低放射性濃縮廃液及び廃溶媒処理技術開発施設

(ST)での廃溶媒処理に伴い発生するリン酸廃液は，今後整備する低放射

性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)でセメント固化し，高線量廃棄物廃棄

体化処理技術開発施設(第 2 期施設)(HWTF-2)又は東海固体廃棄物廃棄体

化施設(第 2 期施設)(TWTF-2)に搬出するまで第二アスファルト固化体貯

蔵施設(AS2)に貯蔵する。 

廃溶媒は，廃溶媒処理技術開発施設(ST)の第 1 抽出槽，第 2 抽出槽及

び第 3抽出槽で TBPとドデカンに分離したのち，TBPはプラスチック固化

体とし，東海固体廃棄物廃棄体化施設(第 2 期施設)(TWTF-2)に搬出する

までアスファルト固化体貯蔵施設(AS1)又は第二アスファルト固化体貯

蔵施設(AS2)に貯蔵する。固化方法としては，エポキシ樹脂，硬化剤及び

添加剤と混合して固化体とする。ドデカンは主に焼却施設(IF)へ送り小

型焼却炉で焼却する。 

その他，スラッジ貯蔵場(LW)及び第二スラッジ貯蔵場(LW2)に貯蔵して

いるスラッジは，今後必要な時期に建設する東海固体廃棄物廃棄体化施

設(第 2期施設)(TWTF-2)に搬出するまで同施設に貯蔵する。 

なお，高レベル放射性物質研究施設(CPF)からの低放射性廃液の引渡し

を受ける際は，再処理施設から発生する低放射性廃液の放出廃液油分除

去施設(C)における処理に支障がないように行う。 

除染廃液で，低放射性廃液として扱えるものについては，放射能レベル

の区分や性状に応じて，廃棄物処理場(AAF)，第二低放射性廃液蒸発処理
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施設(E)，第三低放射性廃液蒸発処理施設(Z)，放出廃液油分除去施設(C)

等にて処理を行い，海中放出設備の放出管を通じて海中に放出する。それ

らの処理で濃縮された低放射性濃縮廃液については，今後整備する低放

射性廃棄物処理技術開発施設(LWTF)でセメント固化するまで，廃棄物処

理場（AAF），低放射性濃縮廃液貯蔵施設（LWSF），第三低放射性廃液蒸発

処理施設（Z），第二スラッジ貯蔵場（LW2）へ送り，貯蔵する。 

セメント固化体は，必要に応じて処分場の要件に見合うよう廃棄体化

処理した後，処分場の操業開始後随時搬出する。また，スラッジは，東海

固体廃棄物廃棄体化施設(TWTF-2)の整備が整い次第搬出し，処分場の要

件に見合うよう廃棄体化処理する。廃棄体は処分場の操業開始後随時搬

出する。 

高レベル放射性物質研究施設(CPF)からの放射性廃棄物の高線量廃棄

物廃棄体化処理技術開発施設(第 2 期施設)(HWTF-2)及び東海固体廃棄物

廃棄体化施設(TWTF-1,2)への受入れは，これら施設計画の具体化に合わ

せて，その取扱いを検討する。 

 

4. 新規施設における減容処理及び廃棄体化処理 

原子力機構におけるこれまでの研究活動により，施設内に既に保管している放

射性廃棄物や施設の廃止措置によって今後発生する放射性廃棄物に係るリスク

を根本的に低減するため，放射性廃棄物の廃棄体化処理及び処分を推進する。 

廃棄体化施設の整備には廃棄体に求められる要件の検討に処分場の情報が

必要なことから，第 5期中長期目標期間（令和 11年度～令和 17年度）以降に

高線量廃棄物廃棄体化処理技術開発施設(第 2期施設)(HWTF-2)と東海固体廃棄

物廃棄体化施設(第 2 期施設)(TWTF-2)を整備する。これに先立ち，低線量 TRU

固体廃棄物及び U 系廃棄物等の可燃性廃棄物,難燃性廃棄物の減容処理を行う

東海固体廃棄物廃棄体化施設(第 1期施設)(TWTF-1)を整備する。 

再処理施設から発生する放射性固体廃棄物についても，高放射性固体廃棄物

は高線量廃棄物廃棄体化処理技術開発施設(第 2期施設)(HWTF-2)に，低放射性

固体廃棄物は高線量系固体廃棄物廃棄体化施設(HWTF-2)又は東海固体廃棄物

廃棄体化施設(第 1,2期施設)(TWTF-1,2)にそれぞれ搬出し，廃棄体化処理され

た後，処分場に搬出する。 

以 上  
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表 2-1 放射性液体廃棄物の貯蔵場所ごとの種類と貯蔵量 

 

平成 29年 6月 30日現在 

廃棄物の貯蔵場所 廃棄物の種類 貯蔵量 放射能量，主要核種 

分離精製工場 

(MP) 

高放射性廃液※1 

（希釈廃液） 

約 24 m3 約 5×1016 Bq 

主要核種：FP(137Cs等) 

高放射性廃液貯蔵場 

(HAW) 

高放射性廃液※1 約 340 m3 約 3×1018 Bq 

主要核種：FP(137Cs等) 

 

廃棄物処理場  

(AAF) 

低放射性 

濃縮廃液※2 

約 547 m3 <1×1014 Bq 

主要核種：FP(137Cs等) 

廃溶媒※3 約 14 m3 <1×1010 Bq 

主要核種：FP(137Cs等) 

第三低放射性廃液蒸発処理施設 

(Z) 

低放射性 

濃縮廃液※2 

約 829 m3 <1×1011 Bq 

主要核種：FP(137Cs等) 

  

スラッジ貯蔵場 

(LW) 

廃溶媒※3 約 30 m3 <1×1010 Bq 

主要核種：FP(137Cs等) 

スラッジ※4 約 285 m3 <1×109 Bq 

主要核種：FP(137Cs等) 

 

第二スラッジ貯蔵場 

(LW2) 

低放射性 

濃縮廃液※2 

約 574 m3 <1×1013 Bq 

主要核種：FP(137Cs等) 

スラッジ※4 約 872 m3 <1×109 Bq 

主要核種：FP(137Cs等) 

廃溶媒貯蔵場 

(WS) 

廃溶媒※3 約 56 m3 <1×1010 Bq 

主要核種：FP(137Cs等) 

廃溶媒処理技術開発施設 

(ST) 

廃溶媒※3 約 8 m3 <1×1010 Bq 

主要核種：FP(137Cs等) 

アスファルト固化処理施設 

(ASP) 

低放射性 

濃縮廃液※2 

約 97 m3 <1×1013 Bq 

主要核種：FP(137Cs等) 

 

低放射性濃縮廃液貯蔵施設 

(LWSF) 

低放射性 

濃縮廃液※2 

約 1,032 m3 <1×1014 Bq 

主要核種：FP(137Cs等) 

リン酸廃液※5 約 17 m3 
<1×1012 Bq 

主要核種：FP(137Cs等) 

上記の他，焼却できない廃油（フッ素系機械油(分離精製工場(MP)槽類換気系室に約 22 L保

管)）等が存在する。これらについては，高線量廃棄物廃棄体化処理技術開発施設(第 2 期施

設)(HWTF-2)及び東海固体廃棄物廃棄体化施設(第 2 期施設)(TWTF-2)を整備するまでに処理方

法を検討し，それまでの間，施設内で適切に管理する。 

※1 抽出工程から発生した抽出廃液等を高放射性廃液蒸発缶にて蒸発濃縮した廃液。 

※2 低放射性廃液第一蒸発缶又は低放射性廃液第三蒸発缶にて蒸発濃縮した廃液。 

※3 抽出工程にて使用した溶媒（TBP－ドデカン溶液）。 

※4 凝集沈殿処理装置にて生成した沈殿物。 

※5 廃溶媒を TBP とドデカンに分離する際に発生するリン酸を含む廃液を蒸発缶にて蒸

発濃縮した廃液。  
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表 2-2 放射性固体廃棄物の貯蔵場所ごとの種類と貯蔵（保管）量 

平成 29年 6月 30日現在 

廃棄物の貯蔵場所 廃棄物の種類 貯蔵（保管）量 

ガラス固化技術開発施設 

(TVF) 
ガラス固化体 306本 

高放射性固体廃棄物貯蔵庫 

(HASWS) 

雑固体廃棄物， 

ハル・エンドピース等
約 2,884 本※1 

分析廃ジャグ等 約 1,381 本※1 

第二高放射性固体廃棄物貯蔵施設

(2HASWS) 

雑固体廃棄物， 

ハル・エンドピース等
約 2,492 本※1 

第一低放射性固体廃棄物貯蔵場

(1LASWS) 
雑固体廃棄物 約 33,161本※1 

第二低放射性固体廃棄物貯蔵場

(2LASWS) 
雑固体廃棄物 約 11,566本※1 

アスファルト固化体貯蔵施設

(AS1) 

アスファルト固化体※2 13,754本 

プラスチック固化体 828本 

第二アスファルト固化体貯蔵施設 

(AS2) 

アスファルト固化体※2 16,213本 

プラスチック固化体 984本 

雑固体廃棄物 19本 

上記の他，凝集沈殿焙焼体※3(プルトニウム転換技術開発施設(PCDF)固体廃棄物置場に

約  kg 保管)，クリプトンの固化体(クリプトン回収技術開発施設(Kr)固定化試験セル

に 5 基保管)，ヨウ素フィルタ(分離精製工場(MP)排気フィルタ室,ガラス固化技術開発施

設(TVF)保守区域,廃棄物処理場(AAF)排気フィルタ室に 67 基保管)等が存在する。これら

については，高線量廃棄物廃棄体化処理技術開発施設(第 2期施設)(HWTF-2)及び東海固体

廃棄物廃棄体化施設(第 2期施設)(TWTF-2)を整備するまでに処理方法を検討し，それまで

の間，施設内で適切に管理する。 

※1 200リットルドラム缶換算値
※2 アスファルト固化体：低放射性濃縮廃液及びリン酸廃液をアスファルトと混合脱水

し固化したもの。今後アスファルト固化処理は行わず，アスファルト固化体は発生し
ない。

※3 凝集沈殿焙焼体：硝酸プルトニウム溶液及び硝酸ウラニル溶液の混合溶液を脱硝し
た際に発生する廃液を中和処理し，そのろ液について硝酸第二鉄，高分子凝集剤等で
凝集することにより発生する沈殿物を乾燥・焙焼した固形物。これらの凝集沈殿焙焼
体は，水洗浄により更なる安定化を図った後，プルトニウム転換技術開発施設(PCDF)
固体廃棄物置場に保管する。



添付資料２ 

370 / 371 

表 2-3 解体の対象となる施設から発生する低レベル放射性廃棄物

(固体及び液体)の推定発生量 

 

(単位：トン) 

放射能レベル 再処理施設全体 

低レベル放射性廃棄物 

(固体及び液体) 
約 71,000 

 

※1 再処理に伴い発生した放射性廃棄物 約 22,700 トン，機器解体に伴い発生す

る解体廃棄物 約 48,600トンの合計 

※2 解体廃棄物には，管理区域解除に必要な建家コンクリートのはつり分を含む。 

※3 推定発生量には，解体作業に伴い発生する防護着や養生シート等の付随廃棄物

を含まない。 

※4 原子炉等規制法第 61 条の 2 に従って放射能濃度の確認を受けることなどによ

り，低レベル放射性廃棄物の発生量は変動することがある。 
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図 2-1 各施設間の主要な放射性廃棄物の流れ 

 
 




